
相談名 日時 場所 相談内容 申し込み・問い合わせ
※『Ｇ』はグループの略

　無料法律相談※1

　市民相談※2

消費生活相談

人権相談所 月～金曜日
８時30分～17時15分

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

連合登別事務
所（中央町６
丁目20－５）

地域職業相談室
（アーニス内）

３月26日㈯
10時～14時

４月16日㈯
10時～13時

※登別消費者協会は、火
　～金曜日の10時～15時。

職業訓練セン
ター（青葉町）

障がい福祉グ
ループ

こども相談室
（こども家庭
グループ内）
または室蘭児
童相談所（室
蘭市寿町）

生活支援相談室
（社会福祉グループ内）

札幌法務局室
蘭支局
（室蘭市入江町）

消費生活センタ
ー（市民サービ
スグループ内）
または登別消費
者協会（しんた
21内）

市民サービス
グループ

市民生活や多重債務、離婚、
家庭内暴力など

契約や解約に関するトラブル、
インターネットのトラブルな
ど

人権問題や家族問題、金銭ト
ラブル、雇用や給与の問題、
いじめや体罰、差別など

仕事や生活などの困りごと

虐待が疑われる子ども・家庭
の情報

就職活動などで抱える不安や
悩みなど

解雇や労働条件の引き下げ、
職場内のいじめ（パワーハラ
スメント）など
※新型コロナウイルス感染症の
　影響による解雇・休業などに
　ついても受け付けています。

障がいのある方の就労

事前に連合登別
（☎85 3 3 3 7）

希望日の１週間前
までに連合登別
（☎85 3 3 3 7）

登別職業訓練協会
（☎85 1 4 5 0）

消費生活センター
（☎85 3 4 9 1）
登別消費者協会
（☎85 8 3 0 7）

市民サービスＧ
（☎85 2 1 3 9）

生活支援相談室
（☎85１９１１）

３月25日㈮までに
行政書士甲田啓一事務所
（☎84 4 8 3 9）

４月８日㈮までに
市民サービスＧ
（☎85 2 1 3 9）

札幌法務局室蘭支局
（☎㉒ 5 1 1 1）

交通事故や金銭貸借、損害賠償、
離婚（養育費・面会交流）など
定員：６人（申し込み順）

相続や遺言、各種契約、官公
署に提出する書類など
定員：10人（申し込み順）

月～金曜日
10時～16時（予約制）

土曜日
10時～17時

月～金曜日
17時以降（予約制）

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

※時間外も相談ください。
　（こども相談室につな
　がらない場合は、市役
　所（☎85２１１１）に
　かけ直しください）。

水・金曜日
８時30分～17時

３月17日㈭
13時～16時

３月25日㈮、４月８
日㈮10時～16時（予
約制）

生活にお困りの方
　の相談窓口※3

障がいのある方の
　就労相談窓口※5

児童虐待について
　の相談窓口※4

無料労働相談
（市支援事業）

３月10日㈭までに
障がい福祉Ｇ
（☎85 3 7 3 2）

こども相談室
（☎85６６７７）
室蘭児童相談所
（☎44４１５２）
※緊急の場合は児童
　相談所全国共通ダ
　イヤル（☎189）。

札幌弁護士会室蘭支部

くらしの無料相談
北海道行政書士会室蘭支部

※1～※5は、簡易申請システムからも
　申し込むことができます。

※

１

※

２

※

３

※

４
※

５

若年者等キャリア
カウンセリング
（市委託事業）

新型コロナウイルス感染症に関する主な相談窓口
○ご自身の症状に不安がある場合など、一般的な問い合わせについては、次の窓口にご相談ください。
・北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター（24時間対応）☎0120－501－507（フリーダイ
　ヤル）
・厚生労働省電話相談窓口（コールセンター９時～21時）☎0120－565－653（フリーダイヤル）
○差別や偏見などに関する相談については、次の窓口にご相談ください。
・北海道新型コロナウイルス人権相談窓口（９時～17時　土・日曜日、祝日を除く）☎011－206－0497

15 困った！ときにはまず相談2022.３月号

こんなとき 持ち物
他の市町村から転入してきた 前年の所得がわかるもの（源泉徴収票など）
職場の健康保険をやめた

職場の健康保険の被扶養者から外れた

子どもが生まれた
（＋出産育児一時金の支給申請）

生活保護を受けなくなった 生活保護廃止（停止）決定通知書

外国籍の方が加入する 在留カードまたは特別永住者証明書（切り替え前の場合は外国人
登録証明書）、パスポート、上陸許可証印、指定書

他の市町村に転出する 被保険者証
職場の健康保険に加入した

国民健康保険被保険者証、職場から交付された新しい被保険者証家族が加入する健康保険の被扶養者に
なった
国民健康保険の被保険者が死亡した
（＋葬祭費の支給申請）

被保険者証、喪主または施主名義の預貯金通帳、葬儀を行ったこ
とがわかるもの（会葬礼状、領収書など）

生活保護を受けることになった 被保険者証、生活保護開始決定通知書
住所が変わった（市内転居）

被保険者証世帯を分けた、世帯を一緒にした
世帯主や氏名が変わった
就学のため他の市町村に転出する 被保険者証、在学証明書または学生証
学生用被保険者証をお持ちの方が、卒
業・退学し、引き続き市外に住む 学生用被保険者証、在学期間がわかる証明書または退学証明書

学生用被保険者証をお持ちの方が、卒
業・退学し、職場の健康保険に加入した 学生用被保険者証、職場から交付された新しい被保険者証

学生用被保険者証をお持ちの方が、卒
業・退学し、登別市に再転入した 学生用被保険者証

被保険者証をなくした、汚れて使えな
くなった 「全ての手続きで必要な持ち物」のみ

施設に入所するため他の市町村に転出
し、施設に住所を定めた 被保険者証、施設の入所証明書

介護保険が適用除外となる施設に入所
する40歳から64歳までの方 施設の入所証明書

全ての手続きで必要な持ち物

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ国民健康保険

・マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類
・身分証明書（運転免許証などの顔写真付きの場合は1点、顔写真がない場合は2点）
※住民票上、別世帯の方が手続きする場合は、委任状のほか、委任者及び受任者の
　身分証明書が必要です。

表中の
『手続きの種類』
に応じた
『持ち物』

国
民
健
康
保
険
に
入
る
と
き

国
民
健
康
保
険
を

や
め
る
と
き

そ
の
他

健康保険離脱証明書または資格喪失証明書

母子健康手帳、世帯主名義の預貯金通帳、直接支払制度利用合意
文書、出産費用の内訳を記した領収・明細書
※出産費用が40万８千円（産科医療補償制度加入医療機関での
　出産は42万円）以上の場合は、「全ての手続きで必要な持ち
　物」のみ

※窓口に来られないときは、郵送で手続きできる場合がありますので、ご相談ください。
※国民健康保険への加入は、他の健康保険の資格喪失日までさかのぼり、その分の保険税も支払わなければなりま
せん。手続きが遅れると、保険証がない期間の医療費に保険が適用されないことがありますので、速やかに手続き
してください。
※健康保険によっては、２カ月以上継続して加入していた場合、退職後も継続して加入することができます。継続し
た場合の保険料と国民健康保険税の金額が異なることがありますので、金額を比較した上で加入することをお勧
めします。

※勤務先の倒産や解雇などでやむを得ず離職し、雇用保険を受給する場合は、国民健康保険税が軽減されることが
あります。雇用保険受給資格者証を持参の上、ご相談ください。

　加入・喪失・変更などの事由が生じた日から14日以内に届け出ることが法律で定められていますので、忘れずに
手続きしてください。

くらしのガイド

14 2022.３月号

▶問い合わせ
国民健康保険グループ
（☎85１７７１）

くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ


